
【担当課】 国保年金課
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国民年金保険料の令和3年度の
免除・納付猶予申請を受け付けます

申請により保険料を免除または納付猶予します。
免除・納付猶予を受けた期間は、老齢基礎年金の受給資格期間や
障害年金・遺族年金の保険料納付期間に算入されます（一部免除で
未納の場合を除く）。ただし、老齢基礎年金の受給額は全額納めた
場合と比べて少なくなります。
【申請開始日】 7月1日㈭
【対象】 国民年金加入者で、次のいずれかに該当する方
免除 申請者本人・配偶者・世帯主の令和2年中の所得がいずれも
下表の所得基準の範囲内の方

納付猶予 申請者本人が50歳未満で、申請者本人・配偶者の令和2
年中の所得がいずれも以下の所得基準の範囲内の方
【所得基準】（扶養親族などの数＋1）×35万円＋32万円
※学生および任意加入被保険者は対象外です。
※失業した方や災害で損害を受けた方などは特例で認められる場合
があります。

【承認期間】 令和3年7月分～4年6月分

申請について
原則、毎年申請が必要です。令和2年度に全額免除または納付猶
予が承認されていた方で、継続審査の承認通知が届いた方は申請の
必要はありません。ただし、令和3年度の審査の結果、却下となる
場合もあります。
令和2年度に失業など特例的事由で全額免除または納付猶予が承
認されていた方や、一部免除が承認されていた方は、継続審査の対
象ではないため、申請が必要です。
【申請方法】 下記の必要書類を持参し、申請してください。

▼基礎年金番号の分かる物（年金手帳など）、または個人番号の分か
る物（マイナンバー（個人番号）カードなど）

▼身分証明書（運転免許証、在留カード、パスポート、健康保険証
など）
雇用保険の被保険者であった方が失業などによる申請を行う場合
上記に加え、雇用保険被保険者離職票の写し、または雇用保険受
給資格者証の写しが必要です。
※震災、火災などで損害を受けた方や、雇用保険に入っていなかっ
た方、事業の廃止または休止の届け出を行っている方が失業などに
よる申請を行う場合はお問い合わせください。

保険料の追納について
免除・納付猶予の承認を受けた期間から10年以内であれば、後か
ら納めることができます（一部免除で未納の場合を除く）。ただし、
当時の保険料に加算金が付き納付額が高くなる場合があります。詳
しくは葛飾年金事務所へお問い合わせください。

【申請・問い合わせ】

▼葛飾年金事務所（立石3‐7‐3） �03‐3695‐2181

▼国保年金課（区役所3階315番） �03‐5654‐8214
※区民事務所では取り扱っておりません。

関
係
機
関
の
お
知
ら
せ

都
立
葛
飾
盲
学
校

学
校
看
護
師
募
集

【
任
用
期
間
】採
用
日
〜
令
和
4
年

3
月
３１
日【
職
務
内
容
】幼
児
・
児

童
・
生
徒
へ
の
医
療
的
ケ
ア
（
経

管
栄
養
、吸
引
、酸
素
管
理
な
ど
）

【
応
募
要
件
】次
の
全
て
に
該
当
す

る
方
①
正
看
護
師
の
免
許
を
有
す

る
方
②
医
療
機
関
な
ど
に
お
い
て

臨
床
分
野
の
実
践
経
験
を
有
す
る

方【
勤
務
時
間
】8
時
３０
分
〜
１４
時

３０
分
の
間
で
4
時
間
程
度
。週
１９

時
間
以
内
。【
報
酬
】時
給
1
8
0
0

円
。
交
通
費
あ
り
。
条
件
に
該
当

す
れ
ば
期
末
手
当
あ
り
。【
申
し
込

み
・
問
い
合
わ
せ
】
都
立
葛
飾
盲

学
校
経
営
企
画
室
�
03
（
3
6
0

4
）
6
4
3
5

令
和
四
年
歌
会
始
の
詠
進
歌
募
集

【
お
題
】「
窓
」【
応
募
要
領
】▽
お
題

よ

を
詠
み
込
ん
だ
未
発
表
の
自
作
の

短
歌
で
一
人
一
首
▽
書
式
は
、
習

字
用
の
半
紙
を
横
長
に
用
い
、
右

半
分
に
お
題
と
短
歌
、
左
半
分
に

郵
便
番
号
・
住
所
・
電
話
番
号
・

氏
名（
本
名
、
ふ
り
が
な
付
き
）・

生
年
月
日
・
性
別
・
職
業
を
縦
書

き
で
記
入（
全
て
毛
筆
で
自
書
）。

詳
し
く
は
宮
内
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。【
応
募
方
法
】

封
筒
に「
詠
進
歌
」と
書
い
て
、
9

月
３０
日
㈭（
消
印
有
効
）ま
で
。【
応

募
先
】
〒
１００‐

８１１１
宮
内
庁
【
問
い

合
わ
せ
】
宮
内
庁
式
部
職
宛
て
に
、

返
信
用
封
筒
（
切
手
貼
付
・
宛
先

記
入
）を
添
え
て
、9
月
２０
日（
月

・
祝
）
ま
で
に
郵
送
。

審審審審審審審審審審審審審審審審審審審審審議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会なななななななななななななななななななななどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどののののののののののののののののののののの傍傍傍傍傍傍傍傍傍傍傍傍傍傍傍傍傍傍傍傍傍聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴聴のののののののののののののののののののののおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知らららららららららららららららららららららせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ
葛葛飾飾区区行行政政評評価価委委員員会会をを傍傍聴聴ででききまますす

区では、行政評価制度に区民の視点を確保し、評価の客観性を
高めるため、葛飾区行政評価委員会を設置しています。

【日時・会場】
第1回全体会（委員委嘱、運営方法の決定、制度説明など）
7月1日㈭午後1時30分～3時30分／区役所5階庁議室
※以降の開催日時・会場については区ホームページをご覧になる
か、お問い合わせください。

【定員】 3人
【申込方法】 6月25日㈮午前9時から電話で（先着順）。
【申し込み・担当課】 政策企画課 �03‐5654‐8143

休日応急診療 必ず事前に電話の上、マスク着用で受診してください。
中学生以下の方が受診する際は、保護者の同伴をお願いします。
車で来診される場合は、診療所の駐車場または近隣の有料駐車場をご利用ください。
◆医療機関などの案内
東京都医療機関案内サービスひまわり �０３‐５２７２‐０３０３
東京消防庁救急相談センター（２４時間対応） �＃７１１９または�０３‐３２１２‐２３２３
本田消防署 �０３‐３６９４‐０１１９／金町消防署 �０３‐３６０７‐０１１９
◆平日夜間診療所（小児科）
平日夜間こどもクリニック（東金町１‐２２‐１金町地区センター内金町休日応急診療所）
�０３‐３６２７‐００２２ （受付時間）月～金曜日 午後７時３０分～９時４５分
◆休日診療所（内科・小児科）
金町休日応急診療所（東金町１‐２２‐１金町地区センター内） �０３‐３６２７‐００２２
（受付時間）日曜日・祝日

午前１０時～１１時３０分、午後１時～３時３０分・５時～９時３０分
土曜日 午後５時～９時３０分

※休日診療所ではインフルエンザ、溶連菌などの迅速検査、新型コロナウイルス感
染症のPCR検査は行っていません。
※立石休日応急診療所は休診しています。

◆休日当番医（受付時間）午前9時～11時30分、午後1時～4時30分
電話番号

０３‐３６９２‐１３１４
０３‐３６００‐７０６０
０３‐３６５１‐６５００
０３‐３６０２‐０３５７
０３‐３６０７‐２２０３
０３‐３６７２‐９６１１
０３‐３６９７‐８３３３
０３‐３６０７‐３８７０
０３‐３６０７‐１２３８
０３‐３６００‐７０６０
０３‐５６９８‐３６８８
０３‐３６７２‐１０４６

所 在 地
堀 切１‐４１‐９
新 宿６‐２‐１５
新 小 岩２‐１９‐１５‐１階
西 亀 有２‐３７‐３
高 砂８‐２５‐１
細 田３‐２９‐１５
堀 切２‐６６‐１７
金 町２‐９‐１４
金 町３‐２０‐５
新 宿６‐２‐１５
東新小岩４‐３‐３
高 砂３‐２７‐１３

診 療 科 目
内、消、循、小
内、消内、皮
内、胃
外
産婦
整、内、外、放、リハ
内
内
内、皮
内、消内、皮
内、循、胃
整

医 療 機 関 名
大 山 ク リ ニ ッ ク
葛飾にいじゅくクリニック
渡 辺 昭 医 院
茅 野 外 科 内 科
土 屋 ク リ ニ ッ ク
黒木整形外科内科クリニック
新葛飾ロイヤルクリニック
吉 崎 医 院
加 藤 医 院
葛飾にいじゅくクリニック
南 塚 医 院
かつしか江戸川 病 院

月日

６／２７

７／４

◆休日歯科当番医（診療時間）午前9時～午後4時
電話番号

０３‐３６００‐３９１７
０３‐３６５５‐１８８１
０３‐３６０８‐１１５５
０３‐３６５４‐０４１８

◆休日当番接骨院（開院時間）午前9時～午後5時
電話番号

０３‐５６９４‐１０７１
０３‐３６９１‐１８６８
０３‐５６６０‐０４６１
０３‐６６５７‐９９７３

◆休日対応薬局（開局時間）午前9時～午後5時30分
電話番号

０３‐３６９４‐０４３５
０３‐３６０７‐２５６２
０３‐３６５１‐７１６２
０３‐３６９４‐０４３５
０３‐３６００‐２３３８
０３‐６２３１‐３５２３

所 在 地
東 金 町１‐１２‐１‐２階
新 小 岩１‐２８‐７‐３階
東 金 町１‐２２‐７‐２階
新 小 岩１‐３６‐５

所 在 地
鎌 倉４‐１０‐３
四 つ 木２‐１５‐７
南 水 元４‐１７‐４
鎌 倉３‐１１‐１０

所 在 地
立 石７‐６‐１
高 砂５‐３６‐７
新 小 岩２‐３０‐１
立 石７‐６‐１
金 町３‐２０‐６
金 町２‐９‐１４

医 療 機 関 名
ウ メ ダ 歯 科
古 川 歯 科 医 院
秋 山 歯 科 ク リ ニ ッ ク
新 小 岩 歯 科 医 院

接 骨 院 名
鎌 倉 は り 接 骨 院
安 谷 屋 接 骨 院
岡 島 接 骨 院
こ ば や し 接 骨 院

薬 局 名
お お う ら 薬 局 第 一 支 店
水 戸 薬 局 本 店
吉 田 薬 局
お お う ら 薬 局 第 一 支 店
ポ プ ラ 調 剤 薬 局
い ろ は 薬 局

月日

６／２７

７／４

月日

６／２７

７／４

月日

６／２７

７／４

所得基準

（扶養親族などの数＋１）×３５万円＋３２万円

８８万円＋扶養親族など控除額＋社会保険料控除額など

１２８万円＋扶養親族など控除額＋社会保険料控除額など

１６８万円＋扶養親族など控除額＋社会保険料控除額など

免除区分

全額免除

４分の３免除

半額免除

４分の１免除

一部免除

発熱などの症状がある方へ
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、受診する前に各医
療機関へ必ず電話でご相談ください。

経
済
的
に
納
付

が
困
難
な
方
へ

電話で気軽に健康相談ができる窓口
健康ホットラインかつしか �03-3602-1244

午前8時30分～午後8時
月～金曜日（祝日・年末年始を除く） 令和3年（2021年）6月25日 No.１８４２

（１１）


